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各種コンサル提案における 
マネタイズ手法の概要 
（第1回分 再掲） 
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生前対策提案におけるマネタイズ手法（マーケティング編） 

☑ ターゲットは明確か？ 
  → 新規顧客？ 既存顧客？ 
  → 攻め方が全く異なるため、優先順位をつける必要あり 
 
☑ 組織的に対応するか？ 
  → 無料相談から案件受注までを組織的に行うか否か？ 
  → 既存顧客であれば、巡回担当者が窓口になるが対応は可能か？ 
 
☑ バックエンド商品は明確か？ 
  → 相続税申告の場合は明確になるが、生前対策の場合は 
    何をフロントエンド、何をバックエンドに置くか、明確である必要あり 
 
☑ メディアミックス戦略を意識しているか？（HP・SNS等） 
  → 新規顧客の場合には必須となる 
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生前対策提案におけるマネタイズ手法（実務編） 

☑ 何はともあれ「財産目録」作成が全てのスタート 
  → 税理士であることの優位性は財産情報を開示してもらえること 
  → 他士業ではこのハードルは越えられない 
  →  「財産内容」 ＞「相続税総額」 を意識することが重要 
 
☑ 財産分けを意識すると「遺言」提案に繋がる 
  → 相続税の有無問わず、提案可能であり提案必須項目である 
  → 特に、事業承継（自社株、収益性不動産）にはマスト 
 
☑ 認知症を意識すると「民事信託（財産管理）」に繋がる 
  → 遺産分割・節税と財産管理は完全に別物と切り離せているか 
  → 財産管理は相続発生までのどの局面でも起こりうる問題 
  → ここが意識できると、司法書士との連携がとりやすい 
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生前対策提案におけるマネタイズ手法（実務編） 

☑ 各種資金繰りに関する戦略的ツールは「生命保険（個人・法人）」 
  → 生命保険は、相続・事業承継対策と相性が非常に良い 
  → 資金ニーズをどれだけ顕在化できるかが勝負 
  → 生命保険にしかできないことを考える 
 
☑ 不動産の色分け（保有・収益・換金）ができるか？ 
  → 相続発生時点でのストックという側面ではなく、相続した後のフロー 
    概念を取り入れる 
  → 自らが相続人になった際、自分が欲しい不動産か否か 
 
☑ 不動産の時価概念を意識できているか？ 
  → 相続税評価額はあくまで税法上の概念であり、市場価格とは 
    明確に異なる。 
  → 換金する際には時価売却であり、手取りが重要 



Leding all right reserved 

無断転載を禁ずる 
5 

生前対策提案におけるマネタイズ手法（実務編） 

☑ 事業承継対策は会社経営の相談が先である（経営承継） 
  → コロナショックの今だからこそ、社長の相談相手になれるか？ 
  → 既存のビジネスモデルそのものでよいかを悩む経営者が多い 
  → 会計事務所のビジネスモデルを見直すことが相談への近道 
  → マーケティング・販売・業務遂行・アフターフォローの流れを考える 
  → 次世代が承継できる器か、意思があるか？ 
 
☑ 事業承継対策としての親族内承継（株式承継） 
  → 事業承継税制（特例版）がクライアントに本当に適用可能か？ 
  → 適用可能な場合でも、途中で期限確定リスクもあり得るため、 
    資金確保が必要 
 
☑ 事業承継対策としての親族外承継（M&A、事業譲渡等） 
  → 会計事務所として丸投げ、DD関与、マッチング関与のスタンスは？ 



Leding all right reserved 

無断転載を禁ずる 
6 

相続税申告において 
重要なこと 
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相続税申告において重要な視点 

１．業務品質の確保 
 
２．業務の効率化 
 
 
➡ この２つを同時に満たすような業務遂行 
  が望まれる。 
 
➡ 現場ノウハウを意識した業務フローを心掛ける 
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会計事務所の実施するスケジューリング例（弊社例） 

項目

相続発生 ×

青色申告承認申請①

相続放棄

青色申告承認申請②

準確定申告＆納付

後継債務者を定める登記

相続税申告＆納付

資料収集

財産評価①

報告①

分割案の検討①

納税資金繰り検討①

資料収集

財産評価②

報告②

分割案の検討②

納税資金繰り検討②

12月 1月 2月 3月 4月6月 7月 8月 9月 10月 11月

最後に出すのではなく、段階的に行う！ お客様はまず概算だけでも知りたがっている！ 
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各種チェックポイント 
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①事前準備資料 
②進捗管理チェック 
③上席者＆社員レビューチェック 
 
①事前準備資料： 
弊社では、お客様と一緒に作成 
→ 相続人確定（戸籍収集等）や財産評価確定（預金、土地建物、その他資産）
→ ある程度のボリュームになりますので、弊社では説明するのに２～３時間を要する 
→ 業務効率化の観点からは、 
   評価に時間を要する「預金履歴、土地評価、自社株評価」に関する資料だけで 
   も早めに入手するとよいかと思います。 
 
お客様によっては全部揃ってからという方もおみえになりますが、順次資料送付を依頼 
→ ただし、順次お願いする場合には資料管理は会計事務所側で行う必要あり 
→ つまり、どの資料が到着しており、どの資料が到着していないかを 
   チェックリストで潰していくことが必要となる 

申告業務のチェックリスト化（①事前準備資料） 
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①事前準備資料 
②進捗管理チェック 
③上席者＆社員レビューチェック 
 
①事前準備資料： 
弊社では日付管理を実行 
→ 到着日、コピー完了日、お客様への原本返却日をチェックリストに記入 
→ お客様の大事な個人情報であるため資料管理は会計事務所の肝 
→ 慎重過ぎるぐらいの管理が必要 
→ 事務所内での資料紛失を防止するため、お客様毎の資料格納箱を用意する 
→ 必ずその箱の中で管理 
→ 事務所スタッフのデスク上やデスク内には格納しないよう注意することが必要 

申告業務のチェックリスト化（①事前準備資料） 
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①事前準備資料 
②進捗管理チェック 
③上席者＆社員レビューチェック 
 
②進捗管理チェック： 
お客様へのスケジュール提示に沿って、いつまでに何をやらなければいけないかを明確に！ 
→ スケジュール管理を行う上で大事なことは逆算的発想を持つこと 
→ スケジュールを「見える化」することで、意識付けをスタッフ本人に持たせる 
→ 上席を含めた管理者は毎日その管理表を見て仕事に遅れがないかをチェック 
→ 会計事務所側で遅れている場合には 
   お客様のクレームに繋がる可能性が大ですので、進捗を促す 
→ お客様都合で作業が遅れている場合には、電話等で軽く催促する形で依頼 
→ 会計事務所もサービス業であり、お客様があって初めて成立する商売 
→ お客様を不快にさせない対応が最も重要なことは当然のことですが、 
   会計事務所の多くはこれを継続して行うことができていない 
 
➡ 本当に重要な事項ですので、社内研修で電話対応も実践することをお勧めします 

申告業務のチェックリスト化（②進捗管理チェック） 
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①事前準備資料 
②進捗管理チェック 
③上席者＆社員レビューチェック 
 
③上席者＆社員レビューチェック： 
財産目録の中間チェック、財産評価確定の際のFinalチェックの際に、２名のチェック 
→ 判断の難しい事項については、随時、社員税理士へ報告する体制とする 
 
相続税申告書に同封されている国税局作成のチェックリストからスタートするのも手 
→ そのうえで、申告件数増加に伴い、チェック項目を増加させていくことが必要 
 
財産評価のチェックが主な事項になるため、以下の事項が主なチェック項目 
→ 様々な資料から推測して、可能性のある事項を検討したかを潰していく 
→ チェック項目を明確にすることにより作業者は何に気をつけて申告書を作成すれば 
   よいかを学び、業務品質を向上させる 

申告業務のチェックリスト化（③上席者＆社員レビューチェック） 
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①事前準備資料 
②進捗管理チェック 
③上席者＆社員レビューチェック 
 
③上席者＆社員レビューチェック： 
１．相続人の確定： 
→ 戸籍関係：提携司法書士への確認を含む 
 
２．現金預金のチェック：このチェックに時間を要する！（網羅性に注意） 
→ 残高証明書を入手することはもちろんのこと、過去の預金履歴をもとに預金異動表
を作成し不明入金、不明出金を検討する。残高がゼロ、若しくは、解約した口座であって
も預金履歴を入手し、異動チェックを行う。 
 
３．有価証券のチェック：（網羅性に注意） 
→ 過去に証券会社と取引をしていた被相続人の場合には、しっかりとチェックする必要が
ある。割引債のチェックも行うこと。 

申告業務のチェックリスト化（③上席者＆社員レビューチェック） 
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①事前準備資料 
②進捗管理チェック 
③上席者＆社員レビューチェック 
 
③上席者＆社員レビューチェック： 
４．土地・建物のチェック： 
→ 名寄帳があれば網羅性は問題ないと思われがちであるが、出生地で先代からの相続
により、固定資産税の免税点以下の土地が漏れる可能性がある。また、先代からの相続
が確定していないが、被相続人の持分が存在している場合があるため、被相続人名義の
土地・建物がないかをチェックする。 
 
→ 土地評価については、現地調査を含め様々な角度からの検証を行い、減額要因を
チェックリストを用いて探す。 
 
→ 小規模宅地等の特例に関しては、適用要件チェックは早めに済ませておくとよい。 
 
 

申告業務のチェックリスト化（③上席者＆社員レビューチェック） 
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①事前準備資料 
②進捗管理チェック 
③上席者＆社員レビューチェック 
 
③上席者＆社員レビューチェック： 
５．その他財産のチェック： 
→ 保険金やその他財産を網羅的にチェックする。特に名義保険は漏れやすい項目であ
るため、預金異動からも推測することが必要。 
 
６．債務のチェック： 
→ 相続発生日と固定資産税の賦課期日との関係に注意。計上漏れがある。 
→ 預り保証金の計上漏れも可能性がある。 
→ 借入金については、残高証明書を入手して検討するが、建物建築中に相続が発生
した場合には注意が必要。金融機関以外の借入金については、契約書などの疎明資料
と、返済実績が必要。 
 

申告業務のチェックリスト化（③上席者＆社員レビューチェック） 



Leding all right reserved 

無断転載を禁ずる 
17 

①事前準備資料 
②進捗管理チェック 
③上席者＆社員レビューチェック 
 
③上席者＆社員レビューチェック： 
 
チェック時に大切なことは２点あり 
１点目：作成者はチェック者にわかりやすい調書を作成し、チェック者がチェックしやすい
体勢を整えること。 
 
２点目：チェック者は作成者が間違えているという懐疑心を持ってチェックすること。そうし
なければチェックの意味をなしません。 
 
恐らく２点目はどの会計事務所でも心がけていることですが、１点目が手薄になりがちだ
と考えます。弊社では、調書ファイルを見れば全情報が記載されているものを作成すること
を心がけています。効率化の観点とは逆方向ですが、業務品質を確保するためには効率
化よりも重視すべき事項だといえます。 

申告業務のチェックリスト化（③上席者＆社員レビューチェック） 
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相続税申告で誤りやすい 
論点整理 
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資料収集・財産調査 
現場ノウハウ 
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資料収集・財産調査のコツ（概要） 

■ポイント 
 
１．目的を明確にする 
➡ 何の目的のため、何を収集すればよいのか？ 
➡ 全体像を把握することが最初にすべきこと！ 
➡ 申告書の何を埋めるための資料か？ 
➡ 土地評価であれば、何を調べれば評価できるのか？ 
 
２．「実在性」の確認は容易、「網羅性」の確認は非常に難解 
➡ 自分が収集した資料だけで本当に足りるのか？ 
➡ クライアントが気付かないだけで不足している可能性あり 
➡ 預金口座の引落明細から判明することが多くある（ex上場株式） 
➡ 生命保険も契約者が被相続人であっても、被保険者が相続人であれば 
   死亡保険金はおりてこないため、解約返戻金が相続財産となる 
➡ 税務調査で最も問題になるのは「名義預金」 
   そのため、預金調査は必須事項となる 
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資料収集・財産調査のコツ（概要） 

■ポイント 
 
３．資料収集後の保管 
➡ クライアントごとに１つのボックスへ入れる（紛失防止） 
➡ 預かったら「預かり証」を切る 
➡ ルールを決めて、すぐにコピー＆ファイリング 
➡ ルールを決めて、すぐに原本返却（「預かり証」を返還）し、トラブル防止 
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添付書類から読み取る資料収集 

１．マイナンバー 
➡ 取得タイミングと保管を強く意識しておく 
 
２．戸籍関係書類 
➡ 次ページ以降参照 
  ・戸籍謄本（被相続人・相続人） 
  ・印鑑証明書（相続人） 
  ・その他 
➡ ①相続登記用（司法書士） 
   ②相続税申告用（税理士） 
   ③預金等の名義変更用（相続人） 
➡ １回でまとめて取得できることが望ましい 
  （無駄を省く） 
 

■出典 
：国税庁ＨＰ 相続税の申告書の記載例（一部） 
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▪被相続人 
１．戸籍謄本（出生～死亡まで） 
   ∵ 相続人の確定のため 
２．住民票の除票 
   ∵ 被相続人を住所・氏名・本籍地で特定するため 
 
▪相続人 
１．戸籍謄本 
   ∵ ①相続人であること、②現在も生存していること を証明するため 
２．住民票の写し 
   ∵ 財産を取得する者の住所を特定するため 
３．印鑑証明書 
 
▪その他 
１．固定資産評価証明書 
   

＋α  戸籍関係書類：相続登記編（相続後の名義変更用） 
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▪被相続人 

１．戸籍謄本（出生～死亡まで）必要 
   → 相続開始の日から１０日を経過した日以後に作成されたもの 
２．住民票の除票 不要 
３．戸籍の附票の写し 小規模宅地等の特例（老人ホーム入居） 
 
▪相続人 
１．戸籍謄本 必要 
   → 相続開始の日から１０日を経過した日以後に作成されたもの 
２．住民票の写し マイナンバーがあれば不要（＝住民票の写し） 
３．印鑑証明書 必要 
 
▪その他 
１．固定資産評価証明書 必要（ただし、名寄帳がベスト。） 
   

＋α  戸籍関係書類：相続税申告編（一般的な場合） 
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▪知って得する手続 
 
１．葬祭料（国民健康保険・後期高齢者医療制度） 
   埋葬料（健康保険） 
 
２．遺族年金（遺族基礎年金、遺族厚生年金） 
   → 戸籍謄本、住民票の写し、住民票除票 
 
３．高額医療費 
 
４．児童手当（１８歳以下の児童） 
   → 戸籍謄本、住民票の写し 
 
５．旅行中の死亡事故を原因とする保険（クレジット会社付帯保険） 

＋α  その他 相続関連手続 
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添付書類から読み取る資料収集 

■出典 
：国税庁ＨＰ 相続税の申告書の記載例（一部） 
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１．土地 
➡ 賃貸借契約書、名寄帳  etc 
➡ 借地権の存在は常に疑う 
 
２．建物 
➡ 名寄帳（＞課税明細） 
➡ 賃貸者契約書、レントロール、確定申告書 
➡ 未収未払があれば、反映する必要あり 
 
３．構築物 
➡ 貸家に付随するものが多い 
➡ 確定申告書における減価償却台帳 
➡ ただし、定率法償却、１年未満切上げ 
   ＋α  ×０．７ 
 
４．事業用資産 
➡ 個人事業の場合、確定申告書が目安 
➡ 個人開業医は多額になりやすい（機械） 
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第１１表 財産明細書から読み取る資料収集 

■出典 
：国税庁ＨＰ 相続税の申告書の記載例（一部） 
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５．有価証券 
➡ 自社株式は今回割愛 
   あれば、特例事業承継税制含めて検討 
   自社株評価含めて時間との闘い 
➡ 上場株式、投資信託、国債など 
 ・ 証券会社発行の残高証明書（株数） 
 ・上場株式等の評価額算定（証券会社依頼） 
 ・端株の存在（配当金通知書） 
 
６．現金 
➡ 手元現金に注意 
➡ 直前引出し分のうち、相続発生日現在の残高 
➡ 自宅金庫 
➡ 預金調査実施後の検討必須 
 
７．預金 
➡ 残高証明書（各行。残高ゼロでも必要） 
➡ 定期預金の場合、解約利息計算依頼 
➡ 預金調査実施が必須 
   名義預金の検討が税務調査対策となる 
   土地評価と同様、最も時間を要する 
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第１１表 財産明細書から読み取る資料収集 

■出典 
：国税庁ＨＰ 相続税の申告書の記載例（一部） 
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８．その他財産（生命保険） 
➡ 第９表にて記載 
➡ 契約者、被保険者、受取人、保険料支払人 
➡ 特に、契約者≠保険料支払人でないか 
➡ 預金調査にて検討する 
 
９．その他財産（退職手当金等） 
➡ 第１０表にて記載 
➡ 定年前の死亡退職（弔慰金含む）等 
 
１０．その他財産（貸付金） 
➡ 第三者・同族会社への貸付（確定申告書等） 
 
１１．その他財産（未収配当金、未収家賃） 
➡ 配当：配当金通知書等 
➡ 家賃：確定申告書 
 
１２．その他財産（ゴルフ会員権） 
➡ 会員権証書 
 
１３．その他財産（自動車） 
➡ 査定依頼 
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第１１表 財産明細書から読み取る資料収集 

■出典 
：国税庁ＨＰ 相続税の申告書の記載例（一部） 
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申告書作成・記載上のコツ 
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相続税申告書の流れ全体像 

■出典 
：国税庁ＨＰ 相続税の申告書の記載例（一部） 

遺産分割協議が成立 
遺産分割協議が未成立 
➡ どちらも対応 

相続税総額計算 

税額加算＆税額控除 
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相続税申告書の流れ全体像 

■出典 
：国税庁ＨＰ 相続税の申告書の記載例（一部） 
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記載例から確認する作成上のコツ（第９表） 

■生命保険金明細書 作成上のコツ 
 
ポイントは・・・ 
 
・死亡保険金の網羅性 
➡ 保険金受取に関する通知書の確認 
➡ 受け取った相続人通帳での入金確認 
   これが最もミス防止になる 
 
・死亡事故が発生していない保険契約の存在 
➡ 被保険者が被相続人以外の場合に注意 
➡ その場合、解約返戻金相当額での評価し 
   １１表へ記載 
 
・非課税枠は自動配分（放棄等を除く） 
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記載例から確認する作成上のコツ（第１０表） 

■退職手当金明細書 作成上のコツ 
 
ポイントは・・・ 
 
・（通常）定年前に死亡でのケース 
➡ 会社からの通知等を入手 
➡ 比較的、非課税枠の範囲に収まるケース 
   が多いと思われる。 
➡ 弔慰金を別に受領している場合にも注意 
   業務外が圧倒的に多い（非課税枠） 
 
・個人での不動産賃貸業 
➡ 小規模企業共済での受取が該当 
➡ 第１順位：配偶者 
   第２順位：その他の相続人 
 
・会社経営者の退職金（今回割愛） 
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記載例から確認する作成上のコツ（第１１表） 

■財産明細書 作成上のコツ 
 
ポイントは・・・ 
 
・財産評価した積極財産の網羅性 
 
・遺産分割協議の結果も反映 
➡ 第１１表で反映（取得者の氏名・金額） 
➡ 前もって、遺産分割案をクライアントへ提示 
   何度も協議を重ねることになるため、そこが 
   最も時間を要する 
➡ 遺産分割の結果、特例に影響を与えるのは 
   ①小規模宅地等の特例 
   ②配偶者の税額軽減特例 
   これらは、分割を要件としている。 
   上記事実をクライアントへ前もって伝えておき 
   協議段階でも節税提案できるようにする。 
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記載例から確認する作成上のコツ（第１１表） 
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記載例から確認する作成上のコツ（第１１・１１の２表の付表１） 
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■小規模宅地等の特例計算明細書 
  作成上のコツ 
 
ポイントは・・・ 
 
・複数の相続人が取得した土地につき 
 各々が小規模宅地等の特例が適用可能 
➡ 本来は最も節税可能なパターンを選択 
   ここが税理士の腕の見せどころ 
➡ ただし、各相続人の「同意」が必要 
➡ 場合によっては、代償分割でまとめる 

記載例から確認する作成上のコツ（第１１・１１の２表の付表１） 
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記載例から確認する作成上のコツ（第１１・１１の２表の付表１） 

■小規模宅地等の特例計算明細書 
  作成上のコツ 
 
ポイントは・・・ 
 
・１人の相続人が複数の土地ににつき 
 小規模宅地等の特例を適用可能 
➡ 通常は以下で提供（節税提案） 
 ①特定居住用宅地等（余ったら） 
 ②貸付事業用宅地等 
➡ 超優良地での貸ビル等があれば、 
 ②貸付事業用宅地等（余ったら） 
 ①特定居住用宅地等 
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＋α  特例適用要件の概要 

～H26.12.31 H27.1.1～

特定事業用宅地等 80%

特定同族会社事業用宅地等 80%

貸付事業用宅地等 50%

同族会社に貸し付けられ、その法人の

貸付事業用の宅地等
貸付事業用宅地等 50%

被相続人等の貸付事業用の宅地等 貸付事業用宅地等 50%

特定居住用宅地等 ２４０㎡ ３３０㎡ 80%

２００㎡

２００㎡

２００㎡

相続開始の直前における宅地等の利用区分
限度面積 減額

割合
名称

４００㎡

４００㎡同族会社に貸し付けられ、その法人の

事業（貸付事業を除く）用の宅地等
貸付事

業用の

宅地等

被相続

人等の

事業の

用に供さ

れていた

宅地等

貸付事業以外の事業の宅地等

被相続人等の居住用の用に供されていた宅地等

完全併用可能 他の区分（特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等）との調整計算 

Ａ 

Ｃ 

Ｂ 

（Ａ×200/400）＋（Ｂ×200/330）＋Ｃ ≦ 200㎡ 

Ａ Ｂ 
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記載例から確認する作成上のコツ（第１３表） 

■債務及び葬式費用明細書  
  作成上のコツ 
 
ポイントは・・・ 
 
・網羅性（漏れないこと） 
➡ 特に固定資産税・都市計画税は注意 
   賦課期日（１月１日）で判定 
 
   例えば、１月１５日相続開始の場合 
   ４月に課税明細が送付されるが、その 
   金額全額を債務控除可能 
 
   逆に、１２月１５日相続発生の場合 
   全額、控除不可となる。 
 
➡ 貸家：預り保証金を失念しない 
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記載例から確認する作成上のコツ（第１５表） 

■相続税申告ソフトの場合、自動転記されます 
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記載例から確認する作成上のコツ（第１表） 

■相続税申告ソフトの場合、自動転記されます 
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記載例から確認する作成上のコツ（第２表） 

■相続税総額 計算書 作成上のコツ 
 
ポイントは・・・ 
 
➡ 相続人の確定 
➡ 民法 ＶＳ 相続税法  
   この違いを明確にしなければならない 
 
 
➡ 例えば、実子あり、養子２人の場合 
   相続税法上のカウント：養子１人まで 
   養子２人とも法定相続分があるため、 
   ２人とも財産を取得する可能性あり 
 
  その場合、遺産分割協議書にも、相続税 
  申告書にも名前は登場する。 
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▪相続税法１５条 
 
（遺産に係る基礎控除） 
第一五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺増により財産を取得した全ての者に係
る相続税の課税価格（第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次
条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。）の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数
を乗じて算出した金額との合計額（以下「遺産に係る基礎控除額」という。）を控除する。 
 
２ 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章（相続人）の規定による相続人の教（当該被
相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の
数とする。）とする。 
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人 
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人 
 
３ 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。 
一 民法第八百十七条の二第一項（特別養子縁組の成立）に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続
人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者 
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため民法第五編第二章の規定によ
る相続人（相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人）となつたその者の直系卑属 
 

 
 
 
 

＋α  相続税法上の養子の数 
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▪相続税法１５条２項（養子がある場合） 
 
１）被相続人に実子がいる場合  ：１人まで 
２）被相続人に実子がいない場合：２人まで 
➡ 昭和６３年税制改正（昭和６３年１２月３１日以後適用） 
➡ 養子カウントしない（実子とみなす）場合（後述） 
 （相続税法１５条３項、相続税法施行令３条の２） 
 
 
 
▪相続税法１５条２項（相続放棄がある場合） 
 
１）相続放棄があったとしても、その相続放棄はなかったものとする 

＋α  相続税法上の養子の数 
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■ポイントは以下の2つの税制改正 
１）昭和63年度税制改正：養子の数に関する算入制限 
２）平成15年度税制改正：2割加算制度の改正（孫養子への２割加算適用） 
 

１）昭和63年度税制改正：養子の数に関する算入制限（相法15Ⅱ） 
 ①被相続人に実子がいる場合   ：1人まで 
 ②被相続人に実子がいない場合 ：2人まで 
 → 昭和63年12月31日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税から適用 
 
ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められ
る場合、その原因となる養子の数は、上記①又は②の養子の数に含めることはできない。（相通63-2） 
 
なお、次のいずれかに当てはまる養子は、実子として取り扱われ、すべて法定相続人の数に含まれる。 
（相法12Ⅲ①②、相令3の2） 
1. 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人 
2. 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人 
3. 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配

偶者の結婚後に被相続人の養子となった人 
4. 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供な

どに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のこと。 
 

＋α  養子縁組（税法編） 
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記載例から確認する作成上のコツ（第４表） 

■加算金額 明細書 作成上のコツ 
（相続税額の加算） 
第一八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又
は遺贈に係る被相続人の一親等の血族（当該被相続人の直系
卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲
して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。）及び配
偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、
前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百
分の二十に相当する金額を加算した金額とする。 
 
２ 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が
当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。た
だし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は
相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限
りでない。 

 
（考え方） 
相続税額が加算される対象者に、被相続人の直系卑属で当該
被相続人の養子（いわゆる孫養子）が含まれることになった（相
法18Ⅱ本文）。ただし、その被相続人の直系卑属が相続開始以
前に死亡又は相続権を失ったため、その養子が代襲して相続人に
なっている場合は、2割加算の対象者から除外される（相法18Ⅱ
ただし書）。 
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相法18Ⅱ
本文 

相法18Ⅱ 
ただし書 

出典：国税庁タックスアンサー 

 

＋α  ２割加算の考え方 
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記載例から確認する作成上のコツ（第４表の２） 

■贈与税額控除額 計算書 作成上のコツ 
 
ポイントは・・・ 
 
１．贈与税申告の有無を確認 
２．預金調査を必ず実施 
  ➡ 贈与税申告の有無にかかわらず加算 
  ➡ 基礎控除（１１０万円）超であれば 
     期限後申告を実施。 
     無申告加算税＆延滞税負担あり 
  ➡ ただし、相続開始年と同じ年における 
     贈与は加算不要 
     贈与税の配偶者控除だけは注意 
３．３年以内の起算日：相続開始日以前３年 
４．建物贈与した場合には、贈与税申告における 
   評価額を加算する（≠相続時の評価額） 
 
＋α  贈与税申告していれば、開示請求書でも 
    加算する評価額は判明する。 
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記載例から確認する作成上のコツ（第５表） 

■配偶者の税額軽減額計算書 作成上のコツ 
 
ポイントは・・・ 
 
・３要件の把握 

 ①正式な配偶者 

 ②遺産分割の成立 

 ③相続税申告の実施（期限後申告でも可） 
 
・相続税申告期限までに未分割の場合 
➡ 未分割申告（当初申告）において、 
  「三年内分割見込書」を提出 
➡ 相続税申告期限での納付が必要になる 
   ため、納税資金繰りを検討 
 
・二次相続まで考えて一次相続を決定 

＋α  相続税申告ソフトの場合 
➡ 遺産分割協議での配分が決まれば 
   他の入力により自動転記されます 
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記載例から確認する作成上のコツ（第６表） 

■未成年者控除額・障害者控除額 計算書 
  作成上のコツ 
 
ポイントは・・・ 
 
・未成年者控除 
➡ 相続開始年月日での未成年者判定 
   ≠ 遺産分割協議日、相続税申告期限 
 
・障害者控除 
➡ ヒアリングを徹底 
   障害者手帳等の確認が必須 
➡ ヒアリング方法に注意 
 
・両者共通 
➡ 過去の相続税申告における控除有無 
➡ 本人で控除しきなれない場合の対応 
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記載例から確認する作成上のコツ（第７表、第８表） 

■第７表：「過去１０年以内の相続の有無」を確認し、あれば当該相続税申告を用いて金額入力 
■第８表：実務上、登場場面が少ないので割愛 
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預金異動に関する 
調査手法の公開 
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相続税申告作成段階での 
預金対応における 
実施事項と留意点 
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実施事項 

１．被相続人の預金移動表作成（必須） 
 弊社では、最低直前５年間は実施しています。ただし、これまでほとんどのケースでは１０
年間程度実施しています。保管している通帳が１０年以上あれば全て預り預金移動表を
作成し可能な限り、預金移動の把握に努めます。 
 
 
 
預金移動表イメージ

日付 入金 出金 入金 出金 入金 出金

H25.6.1 2,000,000 2,000,000 普通から定期へ振替

H25.8.3 28,900,000 土地譲渡代金入金

H25.9.5 3,000,000 配偶者口座へ振込

H25.11.18 1,000,000 1,000,000 郵便局へ振替

取引内容

郵便局

普通

記号番号

〇〇銀行

〇〇支店

普通

111111

〇〇銀行

〇〇支店

定期

222222
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実施事項 

１．被相続人の預金移動表作成（必須） 
 預金移動表作成時の注意点は以下のとおり。 
 １）本人保有の口座全てを記載 
 ２）最低50万円以上の入出金を抽出 
 ３）50万円以下でも同日若しくは近日中の複数回引き出しでも抽出 
 ４）可能な限り相続人の通帳も開示していただき反映（後述） 
 ５）口座間移動の紐付け作業 
 ６）出金内容が不明な場合には、相続人への質問実施（後述） 
 
２．上記４）６）対応 
 １）相続人が通帳を開示してくれない 
 ２）ヒアリングしても判明しない 
  → 確認書作成（リスクヘッジ） 
  → 「自らへの贈与等の入金はない」ことの確認をする 
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確認書（サンプル） 



Leding all right reserved 

無断転載を禁ずる 
59 

使途不明の預金引き出し 
における課税関係と 

具体的対応策 
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預金の引き出し類型 

No 資金使途 資産計上 リスク度

1 費消 × 高

2 定期預金等への振替 〇 低

3 親族への各種現金贈与 × 高

4 他財産への化体 〇 高

5 現金保管（貸金庫含む） 〇 高

6 親族への貸付 〇 中

7 借入金等の債務返済 × 中

8 扶養親族への生活費、教育費 × 中
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類型（No１：費消） 

■課税関係 
費消事実の確定ができるエビデンスがあれば、原則、資産計上する必要な
し。つまり、相続税は課税されない。ただし、どこまでいってもエビデンスが揃え
られるかが勝負になる。 
 No 資金使途 リスク度 エビデンス 留意点

① 生活費、生活雑貨 低 領収書、クレジット履歴 毎月の概算生活費把握

② 水道高熱費 低 領収書、預金通帳 月々の支払実績を把握

③ 各種保険（掛け捨て） 中 預金通帳、契約書 資産性のない保険かを確認

④ 大きな買物（家具、家電） 低 領収書、クレジット履歴 資産性がない程度であれば、領収書

⑤ 自宅の修繕 低 請求書、領収書
リフォームでない程度。工事内容のわかる

資料が欲しい

⑥ 旅行（趣味） 中
旅程、パスポート、旅行写

真、領収書

税務調査での午前中ヒアリング、近隣の

聞き込みとの整合性

⑦ パチンコ、競馬など（趣味） 高
昔からの業界雑誌・業界

新聞

税務調査での午前中ヒアリング、近隣の

聞き込みとの整合性

⑧ 親族内での横領等 高 特になし
親の預金を子供が横領し、使い込みをす

るケース等
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類型（No１：費消） 

■各ケースの対応詳細 
①生活費、生活雑貨： 
預金通帳を見ると概ね毎月同様の金額を引き出していることが多い。高齢の方々は、現金
引き出しのうえ、自宅保管しておき必要な都度費消していくパターンが多い。最近ではクレ
ジットカードで生活費を賄うようになってきているため、直近のクレジット明細を入手しておき、
内容把握することも望ましい。相続発生時点での残高は「現金」として計上。 
 
②水道高熱費： 
通帳引落しが一般的であるため、引落しパターンを把握しておく。最近ではクレジット払いを
選択することも増えてきたため、直近のクレジット明細を把握することも望ましい。 
 
③各種保険： 
自動車保険、医療保険などの各種掛け捨て保険。基本的には資産性がないが、医療保
険の中には解約返戻金があるタイプもあるため、相続発生後に請求して入金がないかなど
の確認は必須。また、相続発生時に入院していると医療保険を適用して入院給付金を相
続発生後に相続人が受け取ることがあるため、当該事実の確認も必須となる。生命保険の
場合には定期保険以外は通常資産性があるため、No4（他財産への化体）にて。 
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類型（No１：費消） 

■各ケースの対応詳細 
④大きな買物（家具、家電）： 
家具、家電なでの生活雑貨を購入する際には、相続直前でなければ「家具一式」としてバ
ルクでの資産計上が一般的かと思われる。購入した際の領収書がないケースが圧倒的に多
いが、購入直後に資産価値は大幅に下がるため、相続税申告においても領収書がなくても
問題になるケースは多くないと考える。 
 
⑤自宅の修繕： 
大規模なリフォームでない限り、現状回復的側面が強いため、資産性はないと考える。ただ
し、エビデンスとしての領収書は確保する必要あり。ただし、大規模なものでなければ、領収
書がないことをもって否認されるケースは少ないように感じる。 
 
⑥旅行（趣味）： 
趣味を旅行とされる方は多い。しかし、相続税申告における臨宅調査（午前中）でのヒア
リングで趣味を確認されるが、その際の回答との整合性が求められる。事実をありのままに伝
える必要がある。各旅行における旅程や海外旅行であればパスポート、旅行における写真、
旅行会社からの請求書などが具体的な疎明資料となる。 
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類型（No１：費消） 

■各ケースの対応詳細 
⑦パチンコ、競馬（趣味）： 
これらについては「ある程度の金額を費消すること」「エビデンスとしての疎明資料がないこと」
から調査において問題になるケースが多いと思われる。そのため、被相続人の趣味であること
を調査官にどう心証を持ってもらえるかが重要になる。そのためには調査時に終始一貫して 
ストーリーが成立している必要がある。事実であれば終始一貫するが、趣味でもないのに無
理矢理、これらの存在を主張した場合には調査官は気付くのが当然である。特に相続直前
における引き出し理由にこれらを求めるのは厳しい側面があるのは否めない。 
 
⑧親族内での横領等： 
被相続人が認知症であったり、寝たきりの場合には親族が預金管理をしているケースがほと
んどある。この場合、預金管理している親族の口座へ預金が移動していれば、預け金として
資産計上、口座に存在しない場合、「自宅保管」として疑われてしまうことが多い。そのため、
特に直前引き出しの場合には資産計上とせざるを得ない可能性が高い。この点、扶養義
務の範囲内であることをどこまで主張するか。また、他の親族が勝手に通帳から引き出し横
領している事実が認められれば不当利得返還請求権として資産計上となることが考えられ
るが、どこまでを金額を資産計上するかが実務上問題となるケースが多いと思われる。 
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類型（No２：定期預金への振替） 

■課税関係 
被相続人の口座間移動に過ぎないため、定期預金として資産計上するの
み。ただし、各口座間でどのように移動したかを確定させておく必要があるた
め、資金移動表の作成が望ましい。 
 
■エビデンス 
預金通帳、預金履歴、預金移動表 
 
■留意点 
被相続人と相続人との間の口座間移動の場合には、贈与・名義預金の可
能性を検証する。被相続人の口座からまとまった金額が現金引き出しされて
いた場合には、相続人の口座へ入金（贈与等）がなかったかの確認が必
須となる。 
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類型（No３：親族への各種現金贈与） 

■課税関係 
毎年１１０万円贈与は印鑑通帳キャッシュカードの管理状況で名義預金
判定を行うが、これらが問題なく贈与が成立していれば贈与処理。無申告
有税の場合で、除斥期間内であれば期限後申告が必要となる。また、各種
贈与特例（住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金）の場合で、
住宅取得等資金は期限内申告が要件であるため、注意を要する。 
 
■エビデンス 
預金通帳、預金履歴、預金移動表、贈与契約書、各種契約書（請負
契約、教育資金関係契約等） 
 
■留意点 
贈与契約成立が条件であるため、重度の認知症の場合に、子供が勝手に
親の口座から預金を引き出し口座間移動しても贈与は認められない。 
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類型（No４：他財産への化体） 

■課税関係 
預金振込での他財産購入であれば購入履歴が残るため、購入後の財産の
評価額が計上金額となる。車、ゴルフ会員権、金（ゴールド）、クルーザー
などが該当しやすい。生命保険の掛金も該当するが、契約者・被保険者・
負担者が誰であるかによって課税関係が変わるため、詳細な検討が必要。
また、親族内での口座間移動があった場合、贈与認定がされなければ、他
財産である預け金処理となる。 
 
■エビデンス 
預金通帳、預金履歴、預金移動表、購入履歴（請求書、振込票、領収
書）、生命保険証書など 
 
■留意点 
過去の出金を含めて預金履歴を詳細に追っていくことが実務上必要。 
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類型（No５：現金保管（貸金庫含む）） 

■課税関係 
毎月引き出した現金を自宅保管しておいた場合、相続発生時点での残高
は「現金」として資産計上される。ただし、現金出納帳を付けているケースが
ほとんどないため、概算計上となることが多い。また、貸金庫や自宅金庫に保
管されている「現金」につき被相続人に帰属するものか否かは、過去の出金
状況、金庫の利用状況・管理状況での判断となる。 
 
■エビデンス 
預金通帳、預金履歴、預金移動表、現金出納帳 
 
■留意点 
税務調査でも特に問題になるケースが多い部分。直前1ヶ月の多額の引き
出しは疎明資料がなくても現金計上となる可能性が高い（過去の判例、
裁決例）。帯封の着いた札束があれば出金履歴と合致する可能性が高い。 
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類型（No６：親族への貸付） 

■課税関係 
親族へ住宅取得等資金や事業資金を貸付しているケース。返済後の残高
が資産計上されるが、返済実績が全くない場合には贈与認定される可能性
は否めない。 
 
■エビデンス 
預金通帳、預金履歴、預金移動表、金銭消費貸借契約書、借用書 
 
■留意点 
入金（返済実績）をしっかりと把握する必要あり。高齢になってからの多額
の貸付で返済期間が長期間に及ぶ場合には返済実績があっても贈与認定
の可能性もあると考える。返済実績と貸付開始年齢、返済期間などをしっ
かりとチェックする。会社経営者の場合、第三者への貸付の可能性も否定で
きないため、保証人になっていないかのチェックも含めて検討する。 
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類型（No７：借入金等の債務返済） 

■課税関係 
返済後の残高が債務控除の対象となる。収益物件（アパ-ト、マンション）
に紐付きの債務が圧倒的に多いと考えられる。 
 
■エビデンス 
預金通帳、預金履歴、預金移動表、金銭消費貸借契約書、借用書 
 
■留意点 
収益物件に紐付きの債務であれば、銀行からの融資であるため、その存在
も全く問題ない。ただし、親族（例えば、子）や第三者からの借入金返済
であれば入金実績と返済実績のどちらも詳細に追う必要がある。主債務の
存在があって初めて返済が生じるため、残高確定をしっかりと行う。債務の網
羅性を担保するのは返済実績を地道に追う必要がある。また、現金返済の
可能性も否定できない。 
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類型（No８：扶養親族への生活費、教育費） 

■課税関係 
No1「費消」の一部に入るもの。社会通念上妥当と認められるものは、贈与
に該当せず、「費消」されたものとして処理。生計一親族（同居）の場合は
生じやすいと考えられる。別居であっても生じるケースは考えられるため、扶養
親族の概念をしっかりと当てはめる必要あり。 
 
■エビデンス 
預金通帳、預金履歴、預金移動表、（教育費であれば）領収書・振込
票など 
 
■留意点 
実務の現場で最も頭を悩ます部分。「社会通念」を各家庭に当てはめる必
要があるため、生活感などを把握する必要あり。また、別居親族であっても
「教育費」は問題になるケースは特にないと思われる。 
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扶養義務者からの贈与Q&A（国税庁：H25.12発表） 

■相基通21の3-3（生活費の意義） 
法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用（教
育費を除く。）をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの（保険金又は損害賠償金により補てんされ
る部分の金額を除く。）を含むものとして取り扱うものとする。（昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正） 
 
→ 相続税法基本通達逐条解説 
なお、具体的にどの程度のものまで生活費として認められるかについては、一律に決めることは適用ではなく、その
者その者の個々の事情に即して社会通念に従って判断すべきものと考えられる。 
 
 
 
■相基通21の3-4（「教育費」の意義」） 
法第21条の3第1項第2号に規定する「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材
費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。（平15課資2-1改正） 
 
→ 相続税法基本通達逐条解説 
教育費のうちには、小学校、中学校の義務教育費に要するもののみでなく、広く、幼稚園、高校、大学、各種
学校等義務教育以外の教育の要するものも含まれることとなる。 
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扶養義務者からの贈与Q&A（国税庁：H25.12発表） 

■相基通21の3-5（生活費及び教育費の取扱い） 
法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しな
い財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産を
いうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代
金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必
要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。（平15課資2-1改正） 
 
→ 相続税法基本通達逐条解説 
なお、離婚又は認知があったような場合においては、その離婚又は認知に関して子の親権者又は看護者となら
なかった父又は母から生活費又は教育費に充てるためのものとして子が一括して取得した金銭等については、そ
の額がその子の年齢その他一切の事情を考慮して相当と認められる限り、通常必要と認められるものとして取り
扱われる。 
 
 
■相基通21の3-6（生活費等で通常必要と認められるもの） 
法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その
他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。（平15課資2-1改正） 
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扶養義務者からの贈与Q&A（国税庁：H25.12発表） 

■民法上の扶養義務 
民法752条（同居、協力及び扶助の義務） 
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 
 
民法877条（扶養義務者） 
１  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 
２ 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義

務を負わせることができる。 
３ 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 
 
民法730条（親族間の扶け合い） 
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 
 
 

■税法上の扶養義務 
相基通1の2-1（「扶養義務者」の意義） 
相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並び
に民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判
所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生
計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。 
なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の
状況によることに留意する。(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正) 
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税理士法人レディング 代表社員 木下勇人 

愛知県津島市出身。監査法人トーマツ・税理士法人トーマツにて事業承継対策専門部署にて従事。2009年、名
古屋で相続専門税理士法人を設立し、富裕層に対する不動産・財産コンサルティング、オーナー社長への事業承継
コンサルティングを中心に業務を展開。2017年9月に東京事務所開設。現在、東京税理士会京橋支部所属。 
主な著書に、「税理士が身につけるべきコーディネート力（清文社）」「相続・事業承継に役立つ生命保険活用術
（清文社）」「ホントは怖い相続の話（ぱる出版）」がある。   

 ■ 税理士法人レディング 基本データ 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-13 宝町TATSUMIビル4F 
TEL：03-6228-3785  FAX：03-5539-3751 

URL：https://www.leding.or.jp  Email：info@leding.or.jp   

代表社員：木下 勇人 
 
税理士 
公認会計士 
不動産鑑定士 第2次試験合格 
宅地建物取引士 
ファイナンシャル・プランナー  
 


